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道 人 事 委 員 会 規 則

北海道職員の特殊勤務手当の支給に関する規則等の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２３年３月３１日

北海道人事委員会委員長 中 澤 義 則
北海道人事委員会規則７－１２２９

北海道職員の特殊勤務手当の支給に関する規則等の一部を改正する規則
（北海道職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部改正）
第１条 北海道職員の特殊勤務手当の支給に関する規則（北海道人事委員会規則７－２７）の
一部を次のように改正する。
第１４条第１項中「第１２条の５」の次に「、第１４条の３」を加え、同項ただし書中「こと
の」を「ことが」に改め、「できる」の次に「ものとし、職員が離職し、又は死亡した場

合には、その際支給することができるものとする」を加え、同条第２項中「第１４条の３か
ら第１４条の５まで」を「第１４条の４、第１４条の５」に改め、同条第３項を削る。
（北海道学校職員等の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部改正）
第２条 北海道学校職員等の特殊勤務手当の支給に関する規則（北海道人事委員会規則７－
２８）の一部を次のように改正する。
第３条第１項中「支給方法は」を「支給方法については」に改め、同項ただし書を削り、
同条第２項中「月の分」を「月分」に、「給料支給日」を「給料の支給日」に改め、同項
ただし書中「ことの」を「ことが」に改め、「できる」の次に「ものとし、職員が離職し、
又は死亡した場合には、その際支給することができるものとする」を加える。
（農林漁業普及指導手当に関する規則の一部改正）
第３条 農林漁業普及指導手当に関する規則（北海道人事委員会規則７－２３２）の一部を次
のように改正する。
第４条を次のように改める。
（支給方法）
第４条 農林漁業普及指導手当の支給方法（手当額に変更を生ずる場合の日割計算に係る
部分に限る。）については、給料の支給方法に準ずる。
２ 農林漁業普及指導手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に
支給する。ただし、特別の事由によりその日に支給することができないときは、その日
後において支給することができるものとし、職員が離職し、又は死亡した場合には、そ
の際支給することができるものとする。
（宿日直手当に関する規則の一部改正）
第４条 宿日直手当に関する規則（北海道人事委員会規則７－２８５）の一部を次のように改
正する。
第５条中「次の給与期間の」を「次の給与期間における」に、「支給日まで」を「支給
日」に改め、同条ただし書中「、その日まで」を「その日」に改め、「できる」の次に
「ものとし、職員が離職し、又は死亡した場合には、離職し、又は死亡した日までの分を
その際支給することができるものとする」を加える。
（義務教育等教員特別手当に関する規則の一部改正）
第５条 義務教育等教員特別手当に関する規則（北海道人事委員会規則７－４６２）の一部を
次のように改正する。
第４条ただし書を削る。
（管理職員特別勤務手当に関する規則の一部改正）
第６条 管理職員特別勤務手当に関する規則（北海道人事委員会規則７－７９１）の一部を次
のように改正する。
第３条の見出しを「（支給日）」に改め、同条中「次の給与期間の」を「次の給与期間
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における」に改め、同条ただし書中「、その日に」を「その日に」に改め、「できる」の
次に「ものとし、職員が離職し、又は死亡した場合には、離職し、又は死亡した日までの
分をその際支給することができるものとする」を加える。
附 則

この規則は、平成２３年４月１日から施行する。

北海道地方警察職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部を改正する規則をここに公
布する。
平成２３年３月３１日

北海道人事委員会委員長 中 澤 義 則
北海道人事委員会規則７－１２３０

北海道地方警察職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部を改正する規則
北海道地方警察職員の特殊勤務手当の支給に関する規則（北海道人事委員会規則７－２９）
の一部を次のように改正する。
第６条の２中「心身に著しい負担を与える業務であって」を削り、「及び人事委員会規則
で定める額は、災害」を「は災害」に、「生活環境等の事情」を「生活環境、現地の治安の
状況等」に、「別に定める」を「認める業務とし、同条に規定する人事委員会規則で定める
額はこれらの事項を考慮して人事委員会が別に定める額とする」に改める。
第７条を次のように改める。
（支給期日）
第７条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、特別の事由
によりその日に支給することができないときは、その日後において支給することができる
ものとし、職員が離職し、又は死亡した場合には、その際支給することができるものとす
る。
附 則

この規則は、平成２３年４月１日から施行する。

給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２３年３月３１日

北海道人事委員会委員長 中 澤 義 則
北海道人事委員会規則７－１２３１

給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則
給料の調整額に関する規則（北海道人事委員会規則７－１８８）の一部を次のように改正す
る。
別表第１総合振興局及び振興局の保健環境部の項中

「 � 診療放射線技術者

� 感染症の予防及び感染症の患
者に対する医療に関する法律
（平成１０年法律第１１４号）第６
条に定める感染症の病原体その
他の危険な病原体（以下「危険
な病原体」という。）に汚染さ
れた検体を直接取り扱うことを
常例とする病理細菌技術者

１

」

を

「 � 診療放射線技術者
� 主任児童福祉司及び児童福祉
司

� 感染症の予防及び感染症の患
者に対する医療に関する法律
（平成１０年法律第１１４号）第６
条に定める感染症の病原体その
他の危険な病原体（以下「危険
な病原体」という。）に汚染さ
れた検体を直接取り扱うことを
常例とする病理細菌技術者

� 児童の一時保護業務に直接従
事することを本務とする児童指
導員、福祉指導員及び保育士

� 児童の心理判定業務に直接従
事することを本務とする判定員

� 分室長及び指導援助課長

１

」

に改め、同表身体障害者リハビリテー

ションセンターの項を削る。

附 則

この規則は、平成２３年４月１日から施行する。

管理職手当に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成２３年３月３１日

北海道人事委員会委員長 中 澤 義 則

北海道人事委員会規則７－１２３２

管理職手当に関する規則の一部を改正する規則

管理職手当に関する規則（北海道人事委員会規則７－２６７）の一部を次のように改正する。

附則第２項中「附則第２９項」及び「附則第２７項」の次に「の表」を加え、「規定により給
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与が減ぜられて支給される職員に対する」を「表（以下「附則第２９項等の表」という。）の
給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員（再任用職員を除く。）のうち、その職務の級
が附則第２９項等の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者（以下「特定職員」とい
う。）の５５歳に達した日後における最初の４月１日（特定職員以外の者が５５歳に達した日後
における最初の４月１日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日）以後
の管理職手当についての」に改める。
別表第１アの表身体障害者リハビリテーションセンターの項を削る。
別表第１イの表美術館の項を次のように改める。

美術館 副館長（三岸好太郎美術館
副館長を除く。）

１種（人事委員会が別に定め
る場合にあっては、４種）

学芸副館長 ２種

部長 ３種

三岸好太郎美術館副館長 ５種

別表第１ウの表警察署の項中「（人事委員会の定めるものに限る。）」を削る。
別表第１中クの表をケの表とし、オの表からキの表までをカの表からクの表までとし、エ
の表の次に次の表を加える。
オ 選挙管理委員会

組 織 職 区 分

選挙管理委員会事
務局

主幹 ４種

附 則

この規則は、平成２３年４月１日から施行する。

給与の支給に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２３年３月３１日

北海道人事委員会委員長 中 澤 義 則
北海道人事委員会規則７－１２３３

給与の支給に関する規則の一部を改正する規則
給与の支給に関する規則（北海道人事委員会規則７－２８０）の一部を次のように改正する。
第３条中「退職し」を「離職し」に改める。
第７条ただし書を削る。
第１１条ただし書を削る。
第１４条を次のように改める。

（勤務しない期間の範囲）
第１４条 道職員給与条例第１３条ただし書、学校職員給与条例第１３条ただし書及び警察職員給
与条例第１５条ただし書の勤務しない期間には、次に掲げる場合における病気休暇（以下
「生理病休等」という。）の日（１日の勤務時間の一部を生理病休等以外の病気休暇によ
り勤務しない日を除く。）が含まれないものとし、療養期間中の週休日、道職員給与条例
第１３条、学校職員給与条例第１３条及び警察職員給与条例第１５条に規定する祝日法による休
日等及び年末年始の休日等、学校職員給与条例第１３条に規定する開校記念日等その他の勤
務しない日（１日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、生理病休等の日その他の人事
委員会が定める日を除く。）が含まれるものとする。
� 生理日の勤務が著しく困難な場合
	 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤（地方公務員災害補償法（昭和４２年
法律第１２１号）第２条第２項及び第３項に規定する通勤をいう。）により負傷し、若し
くは疾病にかかった場合


 労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）及び学校保健安全法（昭和３３年法律第５６号）
に基づき、職員の健康を確保するために勤務の軽減の措置を受けた場合
第１４条の次に次の２条を加える。
（給料の半額を減ずる日）
第１４条の２ 一の負傷又は疾病による特定病気休暇（生理病休等以外の病気休暇をいう。以
下同じ。）が引き続いている場合においては、当該特定病気休暇の最初の日から起算して
９０日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における特定病気
休暇の日（１回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを特定病気休暇により勤務しなかっ
た日に限る。次項において同じ。）につき、給料の半額を減ずる。
２ 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による特定病気休暇が引き続いている場
合においては、当初の特定病気休暇の最初の日から起算して９０日の引き続き勤務しない期
間を経過した後の引き続く勤務しない期間における特定病気休暇の日につき、給料の半額
を減ずる。
３ 前２項の規定の適用については、生理病休等の期間その他の人事委員会が定める期間の
前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。
（給料の半額を減ずる場合の日割計算）
第１４条の３ 給与期間の中途において給料の半額が減ぜられることとなった場合等給与期間
中の一部の日につき給料の半額が減ぜられる場合における給料は、当該給与期間の現日数
から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによって計算する。
第１６条の５第１項を削り、同条第２項を同条とする。
第１９条第１項ただし書中「、その日まで」を「その日」に、「退職し」を「離職し」に改
める。
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第２１条ただし書を削る。
第２２条中「（昭和４２年法律第１２１号）」を削る。
第２９条の８第１項第１号中「１００分の７６．５以上１００分の１３０」を「１００分の７９以上１００分の

１３５」に、「１００分の１０１．５以上１００分の１７０」を「１００分の１０４以上１００分の１７５」に改め、同項
第２号中「１００分の７０以上１００分の７６．５」を「１００分の７２．５以上１００分の７９」に、「１００分の
９２．５以上１００分の１０１．５」を「１００分の９５以上１００分の１０４」に改め、同項第３号及び第４号中
「１００分の６３．５」を「１００分の６６」に、「１００分の８３．５」を「１００分の８６」に改める。
第２９条の８の２第１項中「１００分の３０」を「１００分の３２．５」に、「１００分の４０」を「１００分の

４２．５」に改める。
第３１条第１号中「第３５条の３第３項」を「第３５条の３第４項」に改める。
第３５条の３中第３項を第４項とし、同条第２項中「第１項本文に定める」を削り、同項を
同条第３項とし、同条中第１項を第２項とし、同条に第１項として次の１項を加える。
道職員給与条例第２１条第２項、学校職員給与条例第２１条第３項及び警察職員給与条例第

２６条第２項に規定する人事委員会規則で定める疾病は、次に掲げる疾病とする。
� 動脈硬化性心臓疾患
	 悪性新生物

 高血圧症による中枢神経系の血管損傷
附則第５項の見出し中「給料月額」を「給与の額から減ずる額」に改め、同項中「の職員
が」を「の者が」に、「なり、」を「なった場合」に、「特定職員以外」を「、特定職員以
外」に改め、「場合」の次に「、離職した場合若しくは第６条第１項各号に掲げる場合に該
当した場合」を加え、「給料月額」を「道職員給与条例附則第２９項第１号、第２号及び第５
号、学校職員給与条例附則第２７条第１号から第３号まで及び第６号並びに警察職員給与条例
附則第２８項第１号、第２号及び第５号に定める額に相当する額の計算」に改める。
附則第６項の前の見出し中「等」を削る。
附則第７項を次のように改める。
７ 特定職員（育児短時間勤務職員等又は育児休業条例第１９条第２号に規定する短時間勤務
職員に限る。）について、育児休業条例附則第１０項又は附則第１１項の規定により読み替え
られた道職員給与条例附則第２９項第１号、育児休業条例附則第１３項又は附則第１４項の規定
により読み替えられた学校職員給与条例附則第２７項第１号及び育児休業条例附則第１６項又
は附則第１７項の規定により読み替えられた警察職員給与条例附則第２８項第１号に規定する
算出率を乗じて得た額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
附 則

（施行期日）
１ この規則は、平成２３年４月１日から施行する。
（経過措置）
２ この規則の施行の日前から引き続き同一の疾病（結核性疾患又はこの規則による改正前

の給与の支給に関する規則第１４条第１項各号に掲げる疾病に限る。）の療養のため北海道
職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１０年北海道条例第３号）第１２条及び北海道学
校職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１０年北海道条例第２１号）第１２条（市町村立
学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例（昭和２７年北海
道条例第８１号）第２条において準用する場合を含む。）に規定する病気休暇の承認を受け
て勤務しない職員に対するこの規則による改正後の給与の支給に関する規則第１４条の２第
１項及び第２項の規定の適用については、同条第１項中「一の負傷又は疾病」とあるのは
「平成２３年４月１日前から結核性疾患等（結核性疾患又は給与の支給に関する規則の一部
を改正する規則（北海道人事委員会規則７－１２３３）による改正前の給与の支給に関する規
則第１４条第１項各号に掲げる疾病をいう。以下同じ。）」と、「９０日」とあるのは「１
年」と、同条第２項中「他の負傷又は疾病」とあるのは「平成２３年４月１日前から結核性
疾患等」と、「９０日」とあるのは「１年」とする。

特地勤務手当等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２３年３月３１日

北海道人事委員会委員長 中 澤 義 則
北海道人事委員会規則７－１２３４

特地勤務手当等に関する規則の一部を改正する規則
特地勤務手当等に関する規則（北海道人事委員会規則７－３５７）の一部を次のように改正
する。
別表イの表旭川の項中
「
上川町字層雲峡 旭川東警察署層雲峡駐在所 ２級地

」
を

「
上川町字層雲峡 旭川東警察署層雲峡駐在所 ２級地

幌加内町字朱鞠内 士別警察署朱鞠内駐在所
」

に改

め、
「
幌加内町字朱鞠内 深川警察署朱鞠内駐在所

」
を削

り、
「

下川町一の橋 名寄警察署一の橋駐在所 １級地
」
を

「
幌加内町字幌加内 士別警察署幌加内駐在所 １級地

下川町一の橋 名寄警察署一の橋駐在所
」

に改
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め、
「
幌加内町字幌加内 深川警察署幌加内駐在所

」
及び

「
羽幌町字築別 羽幌警察署築別駐在所

」
を削

る。
附 則

この規則は、平成２３年４月１日から施行する。

初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２３年３月３１日

北海道人事委員会委員長 中 澤 義 則
北海道人事委員会規則７－１２３５

初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則
初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（北海道人事委員会規則７－４０５）の一部を次
のように改正する。
別表第１アの表３級の項標準的な職務の欄中第１０項及び第１１項を削り、第１２項を第１０項と
し、同表４級の項標準的な職務の欄第４項中「統括官又は」を削り、同欄第１０項及び第１１項
を削り、同欄第１２項中「極めて」を「特に」に改め、同項を同欄第１０項とし、同表５級の項
標準的な職務の欄第９項中「長、」を削り、同欄第１０項中「特に」を削り、同欄第１１項を削
り、同表６級の項標準的な職務の欄第９項中「相当困難な業務を処理する」を削り、同欄第
１０項中「極めて」を「特に」に改める。
別表第１クの表４級の項標準的な職務の欄第１項中「薬局長又は」を削り、同欄第２項中
「課長又は相当困難な業務を処理する」を削り、同欄中第３項を削り、第４項を第３項とす
る。
別表第１ケの表４級の項標準的な職務の欄第１項中「副総看護師長又は相当困難な業務を
処理する」を削る。

附 則

この規則は、平成２３年４月１日から施行する。

北海道職員等の分限に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２３年３月３１日

北海道人事委員会委員長 中 澤 義 則
北海道人事委員会規則９－４

北海道職員等の分限に関する規則の一部を改正する規則

北海道職員等の分限に関する規則（北海道人事委員会規則１１－３）の一部を次のように改
正する。
第２条中「昭和２５年法律第２６１号」の次に「。以下「法」という。」を加える。
第７条を第８条とし、第４条から第６条までを１条ずつ繰り下げる。
第３条の次に次の１条を加える。
（休職の期間の通算）
第４条 法第２８条第２項（第１号に係る部分に限る。）の規定による休職の処分を受けた職
員（この項の規定により休職の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。）が、
復職した後当該復職の日から起算して１年（この項の規定により休職の期間が連続してい
るものとみなされた職員以外の職員にあっては、６月）以内に、当該休職の処分と同一の
負傷又は疾病により再度の休職の処分を受ける場合は、当該再度の休職の期間と直前の休
職の期間は連続しているものとみなす。
２ 条例第４条の規定による更新があった場合における前項の規定の適用については、当該
更新前の休職の開始の日（更新が２回以上されている場合にあっては、最初の更新前の休
職の開始の日）を通算する休職の期間の初日とする。
附 則

（施行期日）
１ この規則は、平成２３年４月１日から施行する。
（経過措置）
２ この規則による改正後の北海道職員等の分限に関する規則第４条の規定は、この規則の
施行の日以後に新たになされた休職の処分について適用する。
（北海道人事委員会の権限に属する事務の議決及び委任に関する規則の一部改正）
３ 北海道人事委員会の権限に属する事務の議決及び委任に関する規則（北海道人事委員会
規則２－４５）の一部を次のように改正する。
別表第２個別事項第２号中「第５条及び」を「第６条及び」に改める。

管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２３年３月３１日

北海道人事委員会委員長 中 澤 義 則
北海道人事委員会規則１４－５９

管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則
管理職員等の範囲を定める規則（北海道人事委員会規則１４－１）の一部を次のように改正
する。
別表知事部局の項総合振興局の事項中「地域保健室次長」を「地域保健室次長 地域保健
室主幹（人事委員会が定めるものに限る。）」に改め、同項振興局の事項中「課長主幹及び
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課室長」を「課長、主幹及び課室長」に改め、同項身体障害者リハビリテーションセンター
の事項を削り、同表教育庁の項近代美術館の事項中「総務課長」を「総務課長 三岸好太郎
美術館の館長及び副館長」に改め、同項中
「
旭川美術館 館長 副館長

函館美術館

帯広美術館

三岸好太郎美術
館

」

を

「
旭川美術館 館長 副館長

函館美術館

帯広美術館
」

に改

める。
附 則

この規則は、平成２３年４月１日から施行する。

公益的法人等への北海道職員等の派遣等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布
する。
平成２３年３月３１日

北海道人事委員会委員長 中 澤 義 則
北海道人事委員会規則１６－１８

公益的法人等への北海道職員等の派遣等に関する規則の一部を改正する規則
公益的法人等への北海道職員等の派遣等に関する規則（北海道人事委員会規則１６－１）の
一部を次のように改正する。
別表第１中１の項を削り、２の項を１の項とし、３の項から６の項までを１項ずつ繰り上
げ、７の項を削り、８の項を６の項とし、９の項から１１の項までを２項ずつ繰り上げ、１２の
項を削り、１３の項を１０の項とし、１４の項を削り、１５の項を１１の項とし、同項の次に次の２項
を加える。
１２ 学校法人酪農学園
１３ 社会福祉法人北海道社会事業協会
別表第１中１６の項を１４の項とし、同項の次に次の２項を加える。

１５ 北海道厚生農業協同組合連合会
１６ 地方公共団体金融機構

附 則

この規則は、平成２３年４月１日から施行する。

北海道職員等の育児休業等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成２３年３月３１日

北海道人事委員会委員長 中 澤 義 則

北海道人事委員会規則１７－９

北海道職員等の育児休業等に関する規則の一部を改正する規則

北海道職員等の育児休業等に関する規則（北海道人事委員会規則１７－０）の一部を次のよ

うに改正する。

第５条を第７条とし、第２条から第４条までを２条ずつ繰り下げ、第１条の次に次の２条

を加える。

（条例第２条第４号ア�の人事委員会規則で定める非常勤職員）
第２条 条例第２条第４号ア�の人事委員会規則で定める非常勤職員は、１週間の勤務日が
３日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常

勤職員で１年間の勤務日が１２１日以上である非常勤職員とする。

（条例第２条の２第３号イの人事委員会規則で定める場合）

第３条 条例第２条の２第３号イの人事委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とし、

同号イに掲げる場合に該当するかの判断は、育児休業の承認の請求があった時点において

判明している事情に基づき行うものとする。

� 条例第２条の２第３号イに規定する当該子について、保育所における保育の実施を希

望し、申込みを行っているが、当該子の１歳到達日後の期間について、当面その実施が

行われない場合

	 常態として条例第２条の２第３号イに規定する当該子を養育している当該子の親であ

る配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）

であって当該子の１歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であっ

たものが次のいずれかに該当した場合

ア 死亡した場合

イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な

状態になった場合

ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこ

ととなった場合

エ ６週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週間）以内に出産する予定である場合又は

産後８週間を経過しない場合
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第７条の次に次の１条を加える。
（条例第２４条第２号イの人事委員会規則で定める非常勤職員）
第８条 条例第２４条第２号イの人事委員会規則で定める非常勤職員は、１週間の勤務日が３
日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤
職員で１年間の勤務日が１２１日以上である非常勤職員であって、１日につき定められた勤
務時間が６時間１５分以上である勤務日があるものとする。
附 則

この規則は、平成２３年４月１日から施行する。

道 人 事 委 員 会 告 示

北海道人事委員会告示第２号

平成２２年北海道人事委員会告示第１号（へき地学校及びその級別の指定）の一部を次のよ
うに改正し、平成２３年４月１日から施行する。ただし、この告示による改正後の平成２２年北
海道人事委員会告示第１号後志総合振興局管内の項中寿都町食育センター及び喜茂別中学校
に係る部分は、平成２２年８月１日から適用する。
平成２３年３月３１日

北海道人事委員会委員長 中 澤 義 則
空知総合振興局管内の項中
「
夕張市本町５丁目 夕張小学校 １

夕張市若菜 若菜中央小学校 １

夕張市若菜 夕張市夕張小・若菜中央小共同調
理場

１

」

及び

「
夕張市沼ノ沢 緑小学校 １

夕張市滝ノ上 滝の上小学校 １
」

を削り、

「清水沢小学校」を「ゆうばり小学校」に、「夕張市清水沢小・緑小・夕張中共同調理場」
を「夕張市ゆうばり小・夕張中共同調理場」に改め、石狩振興局管内の項中
「
石狩市浜益区浜益 浜益高等学校 ２

」
を削り、後

志総合振興局管内の項中「寿都町学校給食センター」を「寿都町食育センター」に、「喜茂
別町字伏見」を「喜茂別町字喜茂別」に改め、
「
仁木町大江１丁目 大江小学校 １

」
を削り、胆

振総合振興局管内の項中

「
厚真町字富野 富野小学校 １

」
及び

「
厚真町字軽舞 軽舞小学校 １

」
を削り、日

高振興局管内の項中

「
平取町字荷負 荷負小学校 １

」
、

「
様似町字鵜苫 鵜苫小学校 １

」
、

「
新ひだか町三石歌笛 歌笛小学校 ２

」
及び

「
新ひだか町三石豊岡 延出小学校 １

新ひだか町三石鳧舞 鳧舞小学校 １

新ひだか町三石本桐 本桐小学校 １
」

を削り、渡

島総合振興局管内の項中

「
函館市木直町 木直小学校 ２

」
及び

「
八雲町上八雲 大関小学校 ２

」
を削り、檜

山振興局管内の項中

「
乙部町字姫川 姫川小学校 １

」
及び

「
せたな町北檜山区太櫓 太櫓小学校 ２

」
を削り、留

萌振興局管内の項中

「
留萌市三泊町 三泊小学校 １

」
及び

「
増毛町南暑寒町２丁目 増毛高等学校 １

」
を削り、宗

谷総合振興局管内の項中
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「
浜頓別町字頓別原野 宇曽丹小学校 ２

浜頓別町字頓別原野 下頓別中学校 ２
」

を削り、オ

ホーツク総合振興局管内の項中
「
北見市留辺蘂町大和 大和小学校 ２

」
、

「
紋別市沼の上 沼ノ上小学校 ２

」
、

「
清里町字上斜里 新栄小学校 １

清里町字江南 江南小学校 １
」

、

「
置戸町字勝山 勝山小学校 ２

」
及び

「
遠軽町白滝上支湧別 支湧別小学校 ３

」
を削り、十

勝総合振興局管内の項中
「
大樹町字中島 中島小学校 ２

」
及び

「
広尾町西４条９丁目 広尾小学校 １

」
を削り、

「広尾第二小学校」を「広尾小学校」に改める。

北海道人事委員会告示第３号

平成２２年北海道人事委員会告示第２号（へき地学校に準ずる学校の指定）の一部を次のよ
うに改正し、平成２３年４月１日から施行する。
平成２３年３月３１日

北海道人事委員会委員長 中 澤 義 則
空知総合振興局管内の項中
「
夕張市紅葉山 のぞみ小学校
夕張市紅葉山 夕張市のぞみ小・滝の上小共同調理

場
」

を削り、後

志総合振興局管内の項中「泊村学校給食共同調理所」を「泊村学校給食センター」に改め、

渡島総合振興局管内の項中
「
木古内町字鶴岡 鶴岡小学校

」
を削り、オ

ホーツク総合振興局管内の項中
「
北見市仁頃町 北見仁頃高等学校

」
を削り、釧

路総合振興局管内の項中
「
厚岸町白浜１丁目 厚岸潮見高等学校

」
を削る。

北海道人事委員会告示第４号

平成２２年北海道人事委員会告示第３号（特別の地域に所在する学校の指定）の一部を次の
ように改正し、平成２３年４月１日から適用する。
平成２３年３月３１日

北海道人事委員会委員長 中 澤 義 則
空知総合振興局管内の項中
「
三笠市弥生並木町 幾春別小学校

」
を削る。

北 海 道 公 報 号外第��号 ８平成２３年３月３１日（木曜日）


